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建築物に関する事項　
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■

（ ） （ ） （ ）

戸

【イ．新築】 （ （ （

【ロ．増築】 （ （ （

（ （ （

【ハ．改築】 （ （ （

（ （ （

（適用した基準）

【非住宅部分】 ■ ・基準省令第１条第１項第１号イの基準（標準入力法）

□ ・基準省令第１条第１項第１号ロの基準（モデル建物法）

□ ・国土交通大臣が認める方法及びその結果

（ ）

【住宅部分】

（外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項）

■ ・基準省令第１条第１項第２号イ(1)の基準 （標準計算）

□ ・基準省令第１条第１項第２号イ(2)の基準 （仕様基準）

□ ・国土交通大臣が認める方法及びその結果

（ ）

（一次エネルギー消費量に関する事項）

■ ・基準省令第１条第１項第２号ロ(1)の基準 （標準計算）

□ ・基準省令第１条第１項第２号ロ(2)の基準 （仕様基準）

□ ・国土交通大臣が認める方法及びその結果

（ ）

・基準省令第４条第３項に掲げる数値の区分 （ ）

□ 一戸建て住宅等（ ）

　【外皮性能集計表】

□ 共同住宅等、および複合建築物

戸

基準UA値 ： 基準ηAC値 ：

設計UA値 ：

基準ηAC値 ：

　【一次エネルギー消費量集計表】

□ 非住宅建築物、共同住宅等、複合建築物

）

③　非住宅部分 457,500 660,500 101,500 0.7

合計（①～③） 1,222,730 1,506,601 306,398 0.8

①　住戸部分合計 765,230 846,101 204,898 0.9

②　住宅共用部

非住宅部分のBEI 設計一次エネ 基準一次エネ その他エネ消費
BEI

基準値（ 0.8 [MJ/年] [MJ/年] [MJ/年]

外皮設計値
0.52 ～ 0.67

1.2 ～ 1.8

外皮基準適合戸数 13

外皮基準値 0.87 2.8

【４．建築物の

エネルギー消費性能】

㎡）

改築部分 ㎡） ㎡） ㎡）

全体 ㎡） ㎡）

㎡）

増築部分 ㎡） ㎡） ㎡）

全体 ㎡） ㎡）

1,340.6 ㎡） 1,340.6 ㎡） 1,273.57 ㎡）

【２．建築物の住戸の数】 建築物全体 13

【３．建築物の床面積】
（　床面積　） （開放部分を除いた

部分の床面積）
（開放部分及び共用部分
を除いた部分の床面積）

【１．非住宅部分の用途】 事務所 08470

（第四面・第五面）　

建築物の種類
【イ．非住宅建築物】 【ロ．一戸建ての住宅】 【ハ．共同住宅等】

【ニ．複合建築物】


